
盛岡市空き家等対策推進協議会委員の募集について 

 

 盛岡市では、空き家等対策計画の策定などに関して意見を述べていただく盛岡市空

き家等対策推進協議会委員を募集します。 

盛岡市空き家等対策推進協議会は、平成27年４月１日に施行された盛岡市空き家等

の適正管理に関する条例の規定に基づき、市長の諮問機関として設置されているもの

です。 

協議会の所掌事項は、空き家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を

行うことです。 

協議会は市長や市議会議員、知識経験を有する者など８名以内で構成されますが、

委員のうち１名を市民の皆様から募集します。 

 

応 募 要 項 

 

 

１ 応募資格 

   次の要件を全て満たす方 

(1) 応募の時点で市内に１年以上住んでいる方 

(2) 平成19年４月１日以前生まれの方 

(3) 盛岡市のほかの委員を務めていない方 

(4) 平日の日中に開く年１回程度の会議に出席できる方 

２ 任期 

令和７年７月27日から令和９年７月26日まで（２年間） 

３ 応募方法 

応募用紙に必要事項を記入して盛岡市くらしの安全課に提出してください。郵送で

も受け付けます。 

４ 応募期限 

令和７年７月７日（月）まで（当日消印有効） 

持参の場合17時締切 

５ 募集人員 

１名（応募多数の場合は、選考により決定します。） 

６ 提出先及び問合わせ先 

  住所：〠020-8530（住所不要）盛岡市くらしの安全課  

電話：019-603-8008（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 


